
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な事項に関する統計整備等の方向性 
（意見として提示した事項） 

◎国民経済計算の整備と一次統計等との連携強化 【対 内閣総理大臣】 

・新しい年次推計方法等の確立とシステムの構築に関する具体的な工程表の策定等 
・高い知見を有する研究者、中核的職員等による責任体制の明確なプロジェクトチームによる対応 
◎ビジネスレジスター（事業所母集団データベース）の構築・利活用 【対 総務大臣】 

・基盤的・共通的な統計データ等のレジスターへの収録等の検討、レジスター内の統計データの時

系列的整備等の推進 
・各府省のデータ管理における共通事業所・企業コードの保持・利活用等の推進 
 

（その他の重要な事項） 

○ワークライフバランスの状況を把握するための関連統計整備  

・雇用・労働に関する世帯及び企業・事業所ベースの統計調査結果を総合的に分析 

・少子高齢化の進展と就業構造の変化の関係を解明するため、既存の雇用・労働関係統計等に必 

 要な調査項目の追加等 

○非正規雇用の実態を的確に把握するための関係統計整備 

・関係府省が共同で既存の雇用・労働統計の鳥瞰図を提示 

・非正規雇用の雇用形態別雇用者数を継続的に毎年把握する統計調査の実施について検討等 

○オーダーメード集計、匿名データの作成及び提供（二次的利用）、調査票情報の提供 

・統計データの高度かつ多様な研究分析を通じて、学術研究はもとより社会の発展への寄与が期待 

・ニーズを踏まえ、二次的利用の対象となる統計調査の拡大や利用目的の範囲の検討等を推進 

○統計職員等の人材の育成・確保 

・精度の高い統計作成、国際的な標準化の対応等、人材の育成・確保には計画的な実施が不可欠 

・政府横断的な研修機能の活用や大学等の研究者との連携など、統計職員の専門性向上のための方

策について検討 

○行政記録情報等の活用 

・統計調査予算の確保が困難になる中、報告者の負担軽減等の観点からも、引き続き重要な課題 

・行政記録情報等の保有機関や国民との間の信頼関係の構築を図りながら、活用の推進について調 

査研究 

 

・統計委員会は、毎年度、「公的統計の整備に関する基本的な計画」に掲げる事項等に関する各府

省の取組状況（統計法施行状況）について、総務大臣からの報告を受けて、当該施行状況を審

議し、その結果を報告書としてとりまとめ、公表 

・今回の審議は、新統計法が平成２１年４月に全面施行されてから初めて実施するもの 

経緯等 

審議結果 

平成 21年度 統計法施行状況に関する統計委員会の審議結果について（概要） 

平成 22 年９月 30 日 

統 計 委 員 会 

統計整備の重要度、緊急度が高いなどの重要な事項について、取り組むべき統計整備等の方向性

をとりまとめ（政府の統計体系全体に及ぼす影響が大きいなど、所管する府省における重要課題と

して取り扱うことが望ましいと考えられるものについては、所管大臣に意見として提示） 




